
ふ
る
さ
と
納
税
謝
礼
品
送
付

新
規
参
加
事
業
者
向
け

説
明
会

　
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
付
者
に

対
し
、
市
の
魅
力
を
伝
え
る
特

産
品
を
謝
礼
品
と
し
て
送
付
し

て
い
ま
す
。
特
産
品
送
付
に
新

規
参
加
を
希
望
す
る
事
業
者
向

け
に
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
日
時　
６
月
28
日（
水
）午
後

１
時
30
分
～
２
時
30
分
。

▽
会
場　
市
役
所
地
下
１
階
Ａ

会
議
室
。

▽
内
容　
ふ
る
さ
と
宇
都
宮
応

援
寄
付
事
業
の
概
要
や
契
約
条

件
な
ど
の
説
明
。

▽
対
象　
特
産
品
を
取
り
扱
う

事
業
所
な
ど
が
市
内
に
あ
る
事

業
者
。

▽
そ
の
他　
申
し
込
み
方
法
な

ど
、
詳
し
く
は
、
財
政
課
☎

（
632
）２
０
６
６
へ
。

Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の

保
管
及
び
処
分
状
況
届
出
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
な
ど
を
保

管
・
所
有
し
て
い
る
事
業
者
は
、

Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別
措
置
法
に
基
づ

き
、
届
け
出
を
行
う
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▽
提
出
書
類　
保
管
状
況
な
ど

の
届
け
出
を
正
本
１
部
・
副
本

１
部
。
添
付
書
類
と
し
て
Ｐ
Ｃ

Ｂ
廃
棄
物
を
特
定
で
き
る
写

真
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管

理
責
任
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
書
類
の
写
し
、
平
成
28
年
度

中
に
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
を
処
分
さ

れ
た
人
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の

処
分
時
に
発
行
し
た
産
業
廃
棄

物
管
理
票
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）

の
写
し
。

▽
提
出　
６
月
30
日
（
必
着
）

ま
で
に
、直
接
ま
た
は
送
付
で
、

〒
320

－

8540
市
役
所
廃
棄
物
対
策

課
（
市
役
所
12
階
）
☎（
632
）

２
９
２
９
へ
。

産
業
廃
棄
物
の
排
出
事
業
者
は

報
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

▽
対
象　
産
業
廃
棄
物
（
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
）
を
本
市
内

で
排
出
し
て
い
る
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
事
業
者
。
①

平
成
28
年
度
中
に
産
業
廃
棄
物

管
理
票
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）
を

交
付
し
た
②
平
成
28
年
度
中
に

多
量
の
産
業
廃
棄
物
（
特
別
管

理
産
業
廃
棄
物
）
が
発
生
し
た

事
業
場
を
設
置
し
て
い
る
③
平

成
28
年
度
に
多
量
排
出
事
業
者

と
し
て
産
業
廃
棄
物
（
特
別
管

理
産
業
廃
棄
物
）
処
理
計
画
書

を
提
出
し
て
い
る
。

▽
提
出
書
類　
①
産
業
廃
棄
物

管
理
票
交
付
等
状
況
報
告
書
②

産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
）
処
理
計
画
書
③
産
業

廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
）
処
理
計
画
実
施
状
況
報
告

書
。

▽
多
量
の
基
準　
産
業
廃
棄
物

の
発
生
量
が
、
年
間
合
計
１
０

０
０
ト
ン
以
上
。
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
の
発
生
量
が
、
年
間

合
計
５
０
ト
ン
以
上
。

▽
提
出　

市

に
掲
載
さ
れ
て

い
る
書
類
に
必
要
事
項
を
書

き
、
６
月
30
日
（
必
着
）
ま
で

に
、
直
接
ま
た
は
送
付
で
、
〒

320－

8540
市
役
所
廃
棄
物
対
策
課
☎

（
632
）２
９
２
８
へ
。

起
業
の
悩
み
を
一
気
に
解
決

起
業
希
望
者
交
流
・
個
別
相
談

▽
日
時　
６
月
29
日（
木
）午
後

６
時
～
８
時
30
分
。

▽
会
場　
ト
ヨ
タ
ウ
ッ
ド
ユ
ー

ホ
ー
ム
す
ま
い
る
プ
ラ
ザ
（
竹

林
町
）。

▽
内
容　
起
業
家
の
体
験
談
や

市
内
の
商
工
団
体
・
金
融
機
関
・

法
律
専
門
団
体
に
よ
る
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
相
談
、
起
業
家
・
起
業

予
定
者
・
起
業
に
興
味
が
あ
る

人
同
士
の
交
流
会
な
ど
。

▽
対
象　
起
業
家
、
起
業
予
定

者
、
起
業
に
興
味
が
あ
る
人
。

▽
定
員　
先
着
50
人
程
度
。

▽
申
込　
産
業
政
策
課
（
市
役

所
７
階
）
に
置
い
て
あ
る
申
込

書
（
市
か
ら
も
取
り
出
し
可
）

に
必
要
事
項
を
書
き
、
直
接
ま

た
は
フ
ァ
ク
ス・Ｅ
メ
ー
ル（
氏

名
・
ふ
り
が
な
・
電
話
番
号
・

年
齢
・
相
談
内
容
を
明
記
）
で
、

産
業
政
策
課
☎（
632
）２
４
４
２

（
632
）２
４
４
７
、

u2305
@
city.utsunom

iya.tochig
i.jp

へ
。

求
職
中
の
皆
さ
ん
を

応
援
し
ま
す

1
中
高
年
齢
者
の
た
め
の
再
就

職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

▽
日
時　
６
月
20
日（
火
）午
前

10
時
～
午
後
４
時
。

▽
内
容　
職
業
経
験
の
整
理
と

◎ご利用ください　中小企業退職金共済制度　中小企業において退職金制度を設ける場合は、国の退職金
制度「中退共制度」をご利用ください。国から掛金の一部助成や税法上の優遇などの特典が受けられます。
問中小企業退職金共済事業本部☎ 03（6907）1234

産
　
業

はかりの定期検査を
実施します

　業務（取引・証明）に使用
するはかりは、２年に１度の
検査を受けなければ使用する
ことができません（計量法第
19 条）。該当する人は必ず受
検してください。
▽期日・会場　下の表の通り。
▽受付時間　午前 10 時～正
午、午後１時～３時。
▽費用　検査手数料（実費）。

計量器定期検査期日
検査期日 検査会場

６月 １ 日 豊郷 （岩曽町）
６月 ２ 日 平石 （下平出町）
６月 ５ 日 峰 （峰３丁目）

６月 ６ 日 泉が丘中学校（泉
が丘４丁目）

６月 ７ 日 錦 （今泉町）

６月 14 日 東小学校（東塙田
１丁目）

６月 15 日
計量検査室
（市役所地下１階）６月 16 日

６月 19 日
問計量検査所☎（616）1562

雇
　
用

本
文
中
に
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
、
対
象=

ど
な
た
で
も
、
費
用=

無
料
、
申
込=

不
要
（
定
員
の
記
載
が
あ
り
申
込
の
記
載
が
な
い
も
の
も
、
当
日
、
直
接
会
場
へ
）。

=

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

=

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、

=

地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
、

=

出
張
所
、

=

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、

=

う
つ
の
み
や
表
参
道
ス
ク
エ
ア
、

=

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、

=

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

HP

区

出

涯

参

コ

活
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生
か
し
方
、
企
業
が
再
就
職
者

に
求
め
る
人
材
像
、
職
業
経
験

を
生
か
し
た
応
募
書
類
の
書
き

方
、
面
接
指
導
な
ど
。

2
求
職
者
の
た
め
の
就
職
支
援

セ
ミ
ナ
ー

▽
日
時・内
容　
６
月
27
日（
火
）

午
前
10
時
～
正
午（
１
時
限
目
）

＝
企
業
の
求
め
る
人
物
像
、
午

後
１
時
～
３
時
（
２
時
限
目
）

＝
応
募
書
類
の
書
き
方
、
６
月

28
日
（
水
）
午
前
10
時
～
正
午

（
３
時
限
目
）
＝
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
、
午
後
１
時
～
４
時

（
４
時
限
目
）
＝
面
接
対
策
。

▽
そ
の
他　
複
数
時
限
に
申
し

込
み
可
。

■
会
場　
中
央
（
中
央
１
丁

目
）。

■
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人
。
①
市
内
に
在
住
か

通
勤
し
て
い
る
②
市
内
に
就
職

を
希
望
す
る
。
1
は
お
お
む
ね

45
歳
以
上
の
人
。

■
定
員　
各
先
着
10
人
。

■
申
込　
電
話
ま
た
は
は
が
き
・

フ
ァ
ク
ス
（
講
座
名
・
郵
便
番

号
・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・

年
齢
・
2
は
出
席
希
望
時
限
を

明
記
）
で
、
〒
320

－

8540
市
役
所

商
工
振
興
課
☎（
632
）２
４
４
６
、

（
632
）５
４
２
０
へ
。

調
理
師
試
験
を

受
験
し
ま
せ
ん
か

▽
日
時　

８
月
２
日（
水
）
午

前
９
時
30
分
～
正
午
。

▽
会
場　
宇
都
宮
短
期
大
学
附

属
高
等
学
校
（
睦
町
）。

▽
対
象　

２
年
以
上
の
調
理
業

務
な
ど
実
務
経
験
が
あ
る
人
。

▽
申
込　
生
活
衛
生
課
（
竹
林

町
・
保
健
所
内
）
に
置
い
て
あ

る
願
書
に
必
要
事
項
を
書
き
、

６
月
14
～
16
日
に
、
直
接
、

生
活
衛
生
課
☎（
626
）
１
１
１

０
へ
。子

ど
も
の
家
・
留
守
家
庭

児
童
会
指
導
員
登
録
者
を

募
集

　
子
ど
も
の
家
で
指
導
員
と
し

て
勤
務
を
希
望
す
る
人
を
対
象

に
、
人
材
登
録
制
度
を
設
け
て

い
ま
す
。

　
子
ど
も
の
家
は
、
保
護
者
が

仕
事
な
ど
で
昼
間
家
庭
に
い
な

い
小
学
生
を
対
象
に
、
指
導
員

が
適
切
な
遊
び
や
指
導
を
行

い
、
放
課
後
児
童
の
健
全
育
成

を
図
る
も
の
で
す
。

▽
対
象　
保
育
士
や
教
諭
な
ど

の
資
格
を
有
す
る
、
ま
た
は
子

育
て
経
験
が
あ
る
人
な
ど
。

▽
申
込　
生
涯
学
習
課
（
市
役

所
13
階
）
に
置
い
て
あ
る
申
込

書
（
市
か
ら
も
取
り
出
し
可
）

に
必
要
書
類
を
添
え
て
、直
接
、

生
涯
学
習
課
へ
。

▽
そ
の
他　
登
録
後
、
登
録
者

の
希
望
や
資
格
な
ど
を
考
慮

し
、
各
子
ど
も
の
家
か
ら
連
絡

し
ま
す
。

　
な
お
、
採
用
時
期
・
勤
務
時

間
・
賃
金
な
ど
は
、
各
子
ど
も

の
家
で
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、

市
が
あ
っ
せ
ん
や
雇
用
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
、
生
涯
学
習
課
☎

（
632
）２
６
７
６
へ
。

納
税
相
談
窓
口
を

日
曜
日
に
開
設
し
ま
す

　
税
は
決
め
ら
れ
た
期
限
内
に

納
付
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
。

市
で
は
、
事
情
に
よ
り
市
税
の

納
期
内
納
付
が
難
し
い
人
の
た

め
に
、
日
曜
日
に
納
税
相
談
窓

口
を
開
設
し
ま
す
。
平
日
に
来

庁
で
き
な
い
人
は
、
こ
の
機
会

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　
７
月
２
日（
日
）午
前

９
時
～
午
後
４
時
。

▽
場
所　
納
税
課
（
市
役
所
２

階
Ｃ
10
窓
口
）、
保
険
年
金
課

（
市
役
所
１
階
Ａ
15
窓
口
）。

▽
持
ち
物　
家
庭
の
経
済
状
況

な
ど
を
詳
し
く
お
聞
き
す
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。
収
支
関
係
の

分
か
る
書
類
な
ど
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

問
納
税
課
☎（
632
）２
２
２
６
、

保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
２
４

◎学生向け就活セミナー　▽日時　①６月９日（金）午後１時 30分～３時 30分②６月 23日（金）午後１
時30分～４時▽会場　中央 ▽内容　①グループディスカッション講座②面接対策講座▽対象　大学院・
大学・短大・専修学校などの学生および卒業後３年以内の人▽定員　各先着 12人。問宇都宮新卒応援ハ
ローワーク☎（678）8311

税

■税金を納期限までに納めないと　市税
を納期限内に納められなかった場合は、
まず督促状が送付されます。督促状の発
送日から 10日を経過した日までに完納し
ないときは、財産を差し押さえなければ
ならないことが法律で定められています。
問納税課☎（632）2226、特別収納対策室
☎（632）2239

市
民
税
・
県
民
税
は
翌
年
に
課
税
さ
れ
ま
す

徴
収
担
当 

ニ
ャ
ン
ニ
ャ
係
長
44

１

１

２

く

税
・産
業・雇
用
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